
令和８年２月２７日 

会 員 各 位                          

                                   九州北部税理士会 

                                   久留米支部長 織田 冬彦 

 

 

４月定例会・支部研修会のお知らせ 

 

 まだ、朝晩は気温が寒く感じられる季節ですが、会員の皆様におかれましては、所得税の確定 

申告等に追われ、多忙な日々をお過ごしのこととお察しいたします。くれぐれも、健康にご留意くださ

いますようお願い申し上げます。また、税務支援従事につきましては、会員のみなさまにご協力 

いただき感謝申し上げます。 

 さて、４月定例会・支部研修会を下記要領にて開催いたします。ご出席くださいますようご案内 

申し上げます。 

 

記 

 

１．日 時     令和８年４月９日（木） 

２．支 部 研 修 会   

時   間     午後２時３０分～午後４時００分 

        題 目     「司法書士の相続手続、生前対策」 

        講 師     司法書士法人 州都綜合法務事務所 久留米オフィス 

司法書士 池見智幸（いけみ ともゆき） 

         対 象 者     会員及び事務所職員 

＊この研修会は、本会研修細則第２条の「支部等が主催する研修」に該当します。（１．５時間）   

３．会員のみの会議   午後４時００分～午後４時３０分   

４．定 例 会   午後４時３０分～午後５時００分 

  ＊この定例会は、本会研修細則第２条の「支部等が主催する研修」に該当します。（０．５時間） 

５．場 所   ハイネスホテル久留米（ＴＥＬ０９４２-３２-７２１１）  

 ※研修受講カードをご持参ください。 

 

 

 

◎ 永年勤務事務所職員表彰について 

（会員事務所職員表彰細則による表彰） 

 令和８年４月１日現在で、同一会員事務所に１０年以上勤続の職員（１０年、１５年、２０年、

あと５年毎）については、細則に基づき表彰されますので、該当者のいる会員は、職員名と雇用 

年月日を、４月１日（水）までに事務局までご連絡下さい。 

 


